
２．建築物の高さの制限

① 建築物の最高の高さは、10ｍとする。
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① 道路に面する側の建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から、

　 道路境界線までの距離は、1.0ｍ以上とする。

１．壁面位置の制限

② 門柱及び門塀の外壁等から道路境界線までの距離は

　 0.5ｍ以上とする。

３．垣又は柵の制限

① ブロック塀その他これに類するものは設置してはならない。

② 道路境界から1.0ｍの区域及び道路境界の投影面に、垣又は柵を設ける場合は、生垣又は透視性のあるフェンスとする。

　 ただし、以下に掲げるものについては、この限りではない。

 　・門柱又は門塀で左右の袖の同一境界線の投影長さの合計が2.5ｍ以下のもの。

　　　（Ｌ１＋Ｌ２）及び Ｌ３ ≦ ２．５ｍ

４．植栽義務

　 ・フェンス等の基礎で、ブロックその他これに類するものの高さが0.6ｍ以下のもの。

① 敷地内には、中木（植栽時に樹高が1.2ｍ以上の樹木をいう。）を１本以上植栽するものとする。

　 ただし、生垣を設置する場合は、この限りではない。
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